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   午後１時34分開会

○阪口芳弘議長

ただいまから、平成28年第２回岸和田市貝塚市

清掃施設組合議会定例会を開会いたします。

まず、議員出席状況を事務局から報告させます。

○事務局

議員出席状況についてご報告申し上げます。

ただいまの出席議員は14名でございます。

以上で報告を終わります。

○阪口芳弘議長

ただいまの報告のとおり、出席議員は14名をも

ちまして、会議は成立いたしておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。

次に、本日の会議録署名者を、施設組合議会会

議規則第101条の規定により、私から、４番金子

拓矢議員、５番河合 馨議員を指名いたします。

次に、本定例会における議事説明員は、お手元

にご配付しておりますとおりでありますので、ご

報告いたします。

これより日程に入ります。

日程第１、会期決定についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、本日の１日にいたしたいと

思います。これにご異議ありませんか。

   〔「異議なし」の声あり〕

○阪口芳弘議長

ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会

期は１日に決定いたしました。

次に、平成28年４月分から６月分までの３カ月

分の例月出納検査結果報告につきましては、さき

に議員各位にご送付いたしておりますとおりであ

ります。

本各件について質疑のある方は発言を願います。

   〔「なし」の声あり〕

○阪口芳弘議長

ないようですので、本報告を終わります。

次に、日程第２、議案第４号岸和田市貝塚市ク

リーンセンター定期点検整備工事請負契約の締結

についてを上程いたします。

本件に対する提案理由の説明を求めます。信貴

芳則管理者。

○信貴芳則管理者

ただいまの上程の議案第４号岸和田市貝塚市ク

リーンセンター定期点検整備工事請負契約の締結

について、提案の理由をご説明申し上げます。

岸和田市貝塚市クリーンセンター定期点検整備

工事につき、本案のとおり工事請負契約を締結い

たしたいためのものであります。

当点検整備工事は、毎年、法の定めにより点検

しなければならないものにあわせ、整備が必要と

なったものについても、効率的に整備を図ろうと

するものであります。

なお、工事請負契約の内容につきましては、事

務局長から説明させますので、よろしくお願い申

し上げます。

○阪口芳弘議長

次に、補足説明を求めます。事務局長。

○松本英則事務局長

それでは、議案第４号岸和田市貝塚市クリーン

センター定期点検整備工事請負契約の概要につい

て、お手元にご配付させていただいております資

料に基づき、説明をさせていただきます。

まず、配付資料の確認をいたしたいと思います。

資料は、資料１から資料３までございます。Ａ４

縦長の工事概要を示した資料１と、Ａ３横長のプ

ラント全体フローシートを示した資料２、そして、

工事の工程表でありますＡ４横長の資料３となっ

ております、おそろいでしょうか。

それでは、説明に入ります。

資料１をごらんください。今回の定期点検整備

工事概要を一覧表にしたものでございます。縦列

には、点検整備を行う設備を分類し、①から⑪ま

で11項目に分けてございます。横列には、それぞ

れの項目ごとに設備の内容と点検整備の対象とな

る機器などを示しております。

整備工事の内容につきましては、資料２、当ク

リーンセンターのプラント全体フローシートをも
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とに説明をさせていただきます。主な工事の内容

につきましては、図の中の着色した部分に丸で番

号を振ってございます。また、それらの設備の分

類を左下に凡例も示しておりますので、あわせて

ごらんいただけるようお願い申し上げます。

まず②の図面の左、中ほどにオレンジ色の箇所

になりますが、この燃焼設備は直接ごみを燃焼さ

せる部分で、主な工事箇所といたしましては、焼

却炉本体の耐火物の補修及び付着灰の除去等を行

います。

次に③ですが、③は②のすぐ上のピンク色で示

しておりますが、燃焼ガス冷却設備は、約900度

余りの高温でごみを焼却した際に発生する排ガス

を冷却する部分でございますが、焼却余熱を回収

し、400度で４メガパスカルとなる高温・高圧蒸

気を発生させる最も重要な部分でありますが、こ

の範囲が、ボイラ設備で大半が水管であることを

まずご理解いただきたいと思います。

ここでの主な工事箇所といたしましては、図面

の中で、ボイラ、Ｓ／Ｈと示しておりますスーパ

ーヒーター、そしてＥＣＯと示しておりますエコ

ノマイザーに付着した灰の清掃除去を行い、ボイ

ラ水管の肉厚測定や水管の保護管の取りかえを行

うものでございます。

②、③は、いずれも高いところにあり、複雑な

作業も伴い、大がかりな足場が必要となっており

ます。また、作業環境も極めて厳しく、狭く、法

令で定められた防護服、マスク、メガネを着用し

た作業となるため、効率も悪いものとなっており

ます。

また、本ボイラ設備で発生した高温・高圧蒸気

を適正管理するためのポンプ機器の分解整備や、

蒸気圧力を監視するための水面計の取りかえなど、

高度な専門技術者の整備作業が必要となっており

ます。

なお、今年は、１号炉につきましては、昨年の

点検整備の時点から第１放射室の前後壁に減肉が

見られたことから、この部分については更新を実

施し、ボイラーの安全確保に努めてまいります。

これら②、③の全体工事費に占める割合は、約

８割となっております。

次に④、排ガス処理設備でございますが、資料

２では水色で着色している部分となります。上流

側になりますが、左側から減温塔、バグフィルタ、

触媒脱硝装置がございます。

まず、減温塔は、排ガス処理を行う前段の温度

調整を行う設備で、水噴霧による塔内に付着した

灰などの清掃点検を行います。

次に、バグフィルタについては、３基ございま

して、うち１基は、ろ布が480本ありますけれど

も、全て交換し、残る２基は、部分サンプルを抜

き取り、調査等を実施してまいります。

そして、触媒脱硝装置では、排ガス中の窒素酸

化物を除去するためにアンモニアを噴霧する装置

で、噴霧ノズルの整備等を行います。

次に⑤、余熱利用設備でありますが、発電施設

については、資料２の左上のほうに黄色く着色し

ている部分で、蒸気タービンの整備等を行います。

次に⑦、灰出し設備についてですが、茶色に着

色している部分になります。焼却炉から排出され

た排ガスに浮遊する灰を飛灰といいますが、図面

中央部の左部分では、その飛灰を灰貯留装置まで

搬送するベルトコンベヤで、経年による磨耗の著

しい箇所の部分の取りかえを行います。また、図

面右下の飛灰固化装置は、飛灰を薬剤により固化

する装置でありますが、その混練機で消耗された

部分の取りかえも行います。

次に、資料１の⑨、電気設備でございますが、

資料２には記載しておりませんが、当センターは、

受電、送電いずれも特別高圧に分類される２万２

千ボルトで、主幹回路をまず6,600ボルトに変圧

し、さらに通常のプラント駆動機器は440ボルト、

建築設備関係は220ボルトと100ボルトに変圧して

おります。

これらの変圧器や配電盤など、専門の資格を持

つ技術者による清掃・点検整備で、絶縁抵抗測定

などの各種保安テストを行います。

この整備は、焼却炉を全炉停止した上で、別途、
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作業用の発電機を備えての作業となります。また、

本作業につきましては、焼却施設、リサイクルプ

ラザ施設など、クリーンセンター全体の電気設備

の定期整備となります。

以上が今回の定期点検整備工事の主なものでご

ざいます。

次に、全体の工程についてご説明させていただ

きます。

お手元の資料３の工程表をごらんください。主

に各焼却炉の点検整備と、その他の共通設備点検

整備の工程を示したものでございます。

契約締結後、焼却炉関係では、１号炉、３号炉、

２号炉の順で、焼却炉の運転計画とあわせて炉を

停止し、点検整備工事を行ってまいります。１号

炉の水管更新工事につきましては、９月から11月

中で更新工事を行い、焼却炉の整備もあわせて１

号炉の工事期間をとっております。次に３号炉、

２号炉と点検整備を行ってまいります。

次に、共通設備点検整備は10月から12月の間で

予定しておりますが、電気関係と蒸気タービンに

つきましては、全炉停止期間の11月中旬に点検整

備を予定しております。

工期といたしましては、工事完了後の手直しや

調整などを含め、平成29年３月29日までといたし

ております。

また、契約をしようとする金額は、議案書のと

おり２億6,460万円でございます。

また、契約の相手方は、施設の性質上、限られ

た期間で施工する必要があり、設備全体の特質を

理論的、技術的に十分把握していることが必要不

可欠でございまして、当クリーンセンターの建設

工事の施工業者であります川崎重工業株式会社関

西支社と随意契約をいたしたいためのものでござ

います。

説明は以上でございます。よろしくお願いいた

します。

○阪口芳弘議長

ただいまの提案理由の説明に対する質疑に入り

ます。質疑はありませんか。川岸議員。

○９番 川岸貞利議員

１点お願いしたいんですけど、排ガス処理設備

についてですけども、１号炉から３号炉まであっ

て、今までどういうサンプルをして今回２号炉だ

け全部入れかえなのか、その説明をもう一度お願

いしたいと思います。

○阪口芳弘議長

小南管理課長。

○小南和巳管理課長

川岸議員、確認させていただきます。今、排ガ

ス処理設備のヒーターの部分のご質問なのか、バ

グフィルタの部分なのか、どちらだったでしょう

か。

○阪口芳弘議長

川岸議員。

○９番 川岸貞利議員

バグフィルタの部分です。

○小南和巳管理課長

バグフィルタの分で、今、局長の説明で480本

全て交換と、この部分でございますか。

こちらのほうは、既に２炉交換してきておりま

す。今年度予定している炉が最終になります。私

ども、このプラントを竣工したときに、瑕疵担保

という期間が全て３年、ただ、バグフィルタは５

年ぐらいもつようにというような話をしていたの

が、一番初期が８年目、９年目、10年目という交

換で、常々私がお話しさせていただくように、運

転時間をあえてタイムラグを、差をつけてきてい

るから、一番多く運転した炉から、３、１、２号

炉の順番で交換を進めてきております。

以上です。

○阪口芳弘議長

川岸議員。

○９番 川岸貞利議員

もう１点、この工事は川重に請負をするんです

けども、川重以外に直接、クレーンとか、業者に

請負委託というか、するところもあると思うんで

すが、もしわかれば、どういう内容で、どれぐら

いの金額なのか、わかればで結構ですから、教え
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ていただきたいと思います。

○阪口芳弘議長

小南管理課長。

○小南和巳管理課長

ちょっと本日は資料を全て持ち合わせていない

んですが、範囲につきましては、議員もご存じの

ように、排水処理だとか、これは完全に水のライ

ンですので切り離せる点がございます。

それと、今おっしゃられたクレーンも、本体の

部分とつかみ、バケットの部分、これもまた別に

契約しております。さらに、ボイラに送る純水装

置、純水をつくる設備、これもまた別のメーカー

に発注しております。

それぞれが、それぞれのパテントを持っておる

ところには切り離して契約しており、中でも、本

日は額的なところの資料を持ち合わせていないん

ですが、クレーンで本体となりますと大体1,000

万とか、一番大きなのはどちらかというと排水処

理、水処理プラントのほうの整備で4,000万とか

5,000万、そういった額になってきております。

以上です。

○阪口芳弘議長

川岸議員。

○９番 川岸貞利議員

質問をさせていただいたのは、川重と契約した

としても、川重が直接するんじゃなしに、どこか

の請負会社に回していくという想定の中で、でき

るだけ川重を通さずにしたほうが安くつくという

ことで、これから先もそういう方向で努力された

いなというふうに思うんですけど、その点はいか

がでしょうか。

○阪口芳弘議長

小南管理課長。

○小南和巳管理課長

おっしゃられるとおりでございまして、もとよ

り責任の分界がしっかり切り離れて、安全の担保

ができるところにということで、もう一つは、今、

議員がおっしゃられたように、まずは経済的な問

題、コストの問題がございます。だから、我々と

しては常日頃から、まずは技術力のアップ、それ

と、やっぱり直接現場に入って確認をするという

こと。おっしゃられるように、同じ仕事をあえて

高いところに発注することも全くございませんの

で、安全の担保ができるところであれば、議員が

現役でおられたころのことを思えば、幾らかまた

数社は、切り離した業者と契約をしてきておりま

す。

以上です。

○阪口芳弘議長

ほかにありませんか。

   〔「なし」の声あり〕

○阪口芳弘議長

質疑が終わったものと認めます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

   〔「なし」の声あり〕

○阪口芳弘議長

討論なしと認めます。

これより議案第４号を採決いたします。

本件は原案のとおり可とすることに決しまして

ご異議ありませんか。

   〔「異議なし」の声あり〕

○阪口芳弘議長

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案の

とおり可決されました。

以上をもちまして、本定例会の日程は全て終了

いたしました。

各案件につきまして慎重にご審議賜り、厚く御

礼申し上げます。

これをもちまして、平成28年第２回岸和田市貝

塚市清掃施設組合議会定例会を閉会いたします。

   午後１時54分閉会


